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１ はじめに 

白浜町は、風光明媚な海岸や湯量が豊富で泉質の良好な温泉、森と清流と海が織り

なす豊かな自然と、世界遺産の「熊野古道大辺路」をはじめ、史跡・文化財などの豊

富な観光資源に恵まれているほか、県内唯一の空港である南紀白浜空港が立地する温

泉宿泊地となっている。そのような中、平成 28 年３月に「白浜温泉街活性化構想推

進計画」を策定し、「世界に誇れる観光リゾート白浜・オンリーワンの観光地」という

テーマのもと、白浜温泉を核として町全域において観光振興に取り組んでいる。 

過去 10 年の観光客数推計を見ると、宿泊客は和歌山県において国民体育大会が開

催された平成 27 年の 209 万人が最も多く、日帰り客は令和元年の 160 万人が最も多

くなっており、観光客総数としてのピークも同じく令和元年の 363万人となっている。

しかしながら翌令和 2年からの新型コロナウイルス感染症の影響により、特に宿泊客

数は大きく落ち込み、コロナ禍後に回復傾向にあるが、令和 6年の観光客総数は、最

盛期の対元年比で 87.6％と戻りきっていない状況にある。 

平成 26 年３月、白浜町観光産業経済効果調査協議会が取りまとめた白浜町観光産

業経済効果実態調査において、白浜町全産業の観光依存度は 43.1％と示された。観光

産業は白浜町の基幹産業であり、宿泊業者だけでなく、卸売り、飲食や付随するサー

ビス業など裾野が極めて広く、経済・産業への生産波及効果により地域経済の活性化

に大きな影響がある。 

一方、町の人口は 2020年から 2045年にかけて約 30％（6,079人）減少する見込み

で、町税収入の減少や測定単位に人口が用いられている普通交付税についても、大幅

な減少が予測されることから、新たな財源の確保が重要となる。 

これらの施策を実施するための財源の確保は、最重要課題の一つであり、観光施策

を継続的に実施していくための新たな自主財源として、「宿泊税」について着目し、幅

広い視点による客観的な検討を行う目的から、有識者や宿泊事業者及び観光関係団体

代表者等による「白浜町宿泊税検討委員会」を設置することになった。 

本検討委員会では、宿泊税の先行導入自治体の状況を把握し、宿泊事業者及び宿泊

客へのアンケート調査等を参考にしながら、新たな地方税としての宿泊税導入の妥当

性や具体的な課税要件・使途等について検討を行った。 
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２ 白浜町の現状と検討の経緯 

（１）観光の現状 

 

 

 宿泊客に関して、令和２年からの新型コロナウイルス感染症の影響により大きく落

ち込み、その後回復傾向にあるものの、コロナ禍以前にまで戻りきっていない。 
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〇白浜町一般会計予算等の状況 

令和７年度白浜町一般会計歳出当初予算における観光費は約 4.7 億円で全体の

3.2％となっている。 

 
また、令和６年度決算における主な支出は次表のとおりである。 
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（２）白浜町の推計人口と税収等 

人口戦略会議が令和 6 年 4 月 24 日に公表した地方自治体「持続可能性」分析レポ

ートにおいて、当町が消滅可能性自治体に挙げられるなど、少子高齢化に伴う急激な

人口減少や地域の経済産業活動の縮小に伴い、町税収入の減少が懸念される。 

町の人口は 2020年から 2045年にかけて約 30％（6,079人）減少する見込みで、町

税収入の減少や測定単位に人口が用いられている普通交付税についても、大幅な減少

が予測されることから、新たな財源の確保が重要となる。 

 
 

（３）観光産業の重要性 

～白浜町観光産業経済効果実態調査（平成 26年３月）より抜粋～ 

観光は、宿泊業、飲食業、土産物産業等の観光関連産業のみならず、一般的な商

業やサービス業、交通運輸業、農林水産業にまでその影響が広がる、いわば複合産

業、総合産業ともいわれる。さらに、就業者構造や生活様式、社会インフラや地方

行政施策への関わりも、特に和歌山県における白浜町においてはその影響割合は他

の地域、市町村と比べても大きいものと推察される。 

 本調査データを基に、業種毎の加重平均による補正を行って求めた白浜町の各業

種の観光依存度は、下表のとおりである。なお、「金融・保険」、「医療・福祉・介

護」については、本分析では、両業種とも観光依存度 0％と見なした。 

 「教育・学習支援」の観光依存度がトップの 99.4％となっているのは、白浜アドベ

ンチャーワールドの売上が業種全体に占める割合を推計したものである。 
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〇白浜町の各業種の観光依存度 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

前述の業種ごとの観光依存度を使用し、経済センサスによる業種の売上構成を勘

案し、白浜町全産業の観光依存度を計算すると、43.1％となる。 

 

 

 

 

 

[出典：白浜町観光産業経済効果実態調査報告書 平成 26年 3月] 

 

 

 

 観光産業は白浜町の基幹産業であり、宿泊業者だけでなく、卸売り、飲食や付随

するサービス業など裾野が極めて広く、経済・産業への生産波及効果により地域経

済の活性化に大きな影響があることから、人口減少が進み、地域の経済産業活動の

縮小が懸念される中において、より一層「観光関連産業振興」の重要性は高まって

きている。また、白浜町の第２次長期総合計画や白浜温泉街活性化構想推進計画な

ど、町の計画上も観光振興・観光施策は重要な位置付けとなっており、「世界に誇れ

る観光リゾート白浜・オンリーワンの観光地」の実現を目指し、観光振興に取り組

んでいく。 

 

〇第二次白浜町長期総合計画「～輝きとやすらぎと交流のまち 白浜～」 

【基本方針・現状と課題】※一部抜粋 

町の持続的な発展をめざして、魅力的な観光地に向けた戦略的かつ計画的な取
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り組みを推進し、地域のにぎわいを創出します。 

観光産業は、重要な成長分野であるといわれている中、グローバル化の進展や

人々の価値観の多様化などに伴い、観光地に求められるニーズは多種多様なもの

となっています。本町は、風光明媚な海岸や湯量が豊富で泉質の良好な温泉、森

と清流と海が織りなす豊かな自然と、世界遺産の「熊野古道大辺路」をはじめ、

史跡・文化財などの豊富な観光資源に恵まれているほか、県内唯一の空港である

南紀白浜空港が立地する温泉宿泊地となっています。そのような中、平成 28年３

月に「白浜温泉街活性化構想推進計画」を策定し、「世界に誇れる観光リゾート白

浜・オンリーワンの観光地」というテーマのもと、白浜温泉を核とした観光振興

に取り組んでいます。 

さらに、椿地域は湯治場として全国的に知れ渡っており、日置川地域において

は、地域資源を生かした体験・交流型観光を積極的に進めています。今後とも、

各地域の特性を発揮し、地域ぐるみによる取り組みを推進していくことが必要で

す。 

【施策の体系】 

・観光資源の維持、活用  ・観光イベントの開催  

・観光施設の整備、充実  ・観光ネットワークの形成、促進 

・観光情報の発信強化   ・観光関連団体等との連携、支援 

・外国人観光客の受け入れ 

 

 

 

 

 

（４）財源の検討について 

少子高齢化に伴う人口減少により税収等の歳入は減少していくことが見込まれ、

町の予算規模は縮小していくことが懸念される中、交流人口を拡大させ、白浜町の

地域経済の活性化に大きく貢献する観光振興の重要性が高まっていることから、観

光施策を継続的に実施していくための安定的な財源の確保が必要となる。 

 

①自主財源の比較 

地方自治体の自主財源として、税・分担金・負担金・使用料・手数料・寄付金等

が考えられるが、規模、安定性、継続性の観点から、新たな財源としては、地方税

が適当な手段である。 

【自主財源の比較】 
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種類 内容 安定性・継続性 受益と負担 規模 

 

地方税 

・法定外税 

条例で定めて新設する

税 

・超過課税 

標準税率を超える税率

で定めて課税 

安定的・継続的な確

保が可能 

受益者を広く設

定し、負担を求め

ることが可能 

対象者の設定などに

より規模の確保が可

能 

 

 

分担金 

負担金 

特定の事業により特に

利益を受ける者から、

その事業に要する経費

に充てるため、受益

の限度の範囲で徴収す

るもの 

特定の事業に係るた

め、安定的であるが、継

続的な確保が難しい 

受益者を個別に

特定し、受益の範

囲内で負担を求め

る必要があるが、

受益者の特定が困

難 

受益者を個別に

特定する必要があ

り、規模は限定的 

 

 

使用料 

行政財産の使用又は

公共施設の利用につ

き、その反対給付とし

て徴収するもの 

安定的・継続的な確

保が可能 

受益者を個別に

特定し、受益の範

囲内で負担を求め

る必要がある 

施設等利用者からの

徴収となるため、規

模は限定的 

 

 

手数料 

特定の者の提供する役

務に対し、その対価と

して徴収するもの 

安定的・継続的な確

保が可能 

受益者を個別に

特定し、受益の範

囲内で負担を求め

る必要がある 

役務提供先からの徴

収となるため、規模

は限定的 

 

 

寄付金 

無償で金銭その他の財

産を供与するもの 

善意や協力に基づく

ため、安定的・継続

的な確保が難しい 

善意や協力による

ため、受益者が必

ずしも負担する必

要はない 

善意や協力によるた

め、規模の確保が想

定できない 

 

 

②自主財源となる地方税の比較 

新たな財源としての租税を検討するに当たり、観光振興といった特定の目的を実

現するための財源となることから、地方税の中でも自治体が独自に設けることがで

き、受益に応じた負担を求める関係が明確である「法定外目的税」の創設、又は既

存の法定目的税として「入湯税の超過課税」を検討。 
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【自主財源となる地方税の比較】 

種 類 安定性・継続性・受益者負担など 

 

 

 

法定外税 

法定外

普通税 

・安定的、継続的な確保が可能 

・目的税に比べ、受益と負担の関連性が低い 

・収納した税は一般財源に充当されるため、目的税に比べ、特

定の財政需要を満たすことが難しい 

法定外

目的税 

・安定的、継続的な確保が可能 

・受益と負担の関連性が明確である 

・必要な財政需要の規模に応じて、財源確保のための制度設計 

が可能となる 

超過課税 
・安定的、継続的な確保が可能 

・当町では入湯税が候補となる 

 

③ 法定外目的税の意義 

地方公共団体は地方税法に定める税目（法定税）以外に、条例により税目を新設

することができ、これを「法定外税」という。平成 12 年 4 月の地方分権一括法に

よる地方税法の改正により、新たに法定外目的税が創設された。 

法定外目的税は特定の費用に充てるため、地方公共団体が独自に条例で定めるこ

とができる税目で、新設には総務大臣の同意が必要となる。 

また、法定外目的税は地方交付税の基準財政収入額の算定対象にならず、すなわ

ち普通交付税が減額されない。（※注） 

普通交付税の基準財政需要額は、一般的な住民サービスに必要な経費であり、観

光客等の多数の訪問者数は市町村毎の公信力をもった統計数値もないことから、普

通交付税の算定対象となっていない。従って、観光客等の訪問者への対応に必要な

経費について国等から財政措置も十分とは言えない。 

このような背景の中で、法定外目的税を導入することは、純粋に自治体の自主財

源が増えることにつながり、また、観光振興を目的とした法定外目的税であれば、

人口減少社会の中で福祉関係等の行政コストが増嵩していく中においても観光振興

予算を直接維持・増加させることができると考えられる。 

※注 各地方公共団体に配分される普通交付税は、団体ごとに「基準財政需要額」と「基準

財政収入額」が算定され、前者が後者を上回る場合、その不足額に応じて交付されることに

なる。このため、住民税や固定資産税等の自主財源が増加しても、普通交付税が減額される

仕組みとなっている。 
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【地方公共団体における法定外税の導入状況】 

 
 

④法定外目的税の検討 

法定外目的税の検討に当たっては、観光振興を目的とした税とすることや、受益

者負担の観点から、観光客の観光活動を課税対象として比較・検討。 

町民負担を求めない新たな税制度としては、観光活動のうち、把握の容易性や徴

収のためのコストが低い「宿泊税」が最も適していると考えられる。 

観光活動 課税対象 対象の補足 徴収コスト 

入域 町内への入域 鉄道・バスでの入域は

捕捉可能だが、車での

入域の補足は困難 

入域行為の把握や徴税

にコストがかかる 

交通利用 町内交通機関の利用 町民と観光客との区別

が不可 

関係機関が多く、徴税

コストがかかる 

飲食 飲食店等での飲食行

為 

町民と観光客との区別

が不可 

飲食店等の数が多く、

飲食の都度徴税するに

はコストがかかる 
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宿泊行為 宿泊施設への宿泊行

為 

捕捉が容易 

町民利用は比較的少な

い 

施設数が少なく、既存

の入湯税徴収スキーム

を参照しやすい 

お土産等

購入 

お土産店等での物品

購入行為 

町民と観光客の区別が

不可 

お土産店等の数が多く

購入の都度徴税するの

にはコストがかかる 

 

⑤入湯税（超過課税）と宿泊税の比較について 

ア 入湯税（超過課税） 

入湯税は鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる税金で、地方税法第 701 条の規定に

より、町の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設等の整備や観光振興に

要する費用に充てられる目的税。さらなる財源を確保するには、超過課税（入湯税

値上げ）を検討することとなる。 

入湯税の標準税額は、地方税法第 701 条の２により、150 円となっている。 入

湯税課税 992 団体のうち、超過課税を実施している団体は令和６年４月１日現在で

下記 12 団体のみである。 

 

※１宿泊料金が 6,000 円を超え、総客室が 20 室を超える施設 
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イ 宿泊税 

宿泊税は旅館業法に規定する旅館等への宿泊に対してかける法定外目的税で、地

方税法第 731 条に基づき、条例で定める特定の費用に充てるもの。 

近年、各自治体において観光振興の財源とすべく、検討・導入が進んでいる。 

 

ウ 入湯税（超過課税）と宿泊税の比較 

入湯税（超過課税）は、課税対象に町民が含まれることや税収の規模の確保が難

しいだけでなく、観光振興以外に充当することができてしまう。一方、宿泊税では

導入時のコストが嵩むが、観光需要に対応するための安定的な財源が確保できる等

のメリットがある。 

 事業者 観光客・町民 行政 

入湯税 

(超過課税) 

・既存の徴収方法に変更

がないため、比較的導

入に対応しやすい 

・使途が観光振興以外に

も充てられることから、

宿泊税に比べ、事業者と

して直接的なメリット

が少ない 

・使途が観光振興以外に

も充てられることか

ら、宿泊税に比べ観光

客にとって観光施策の

恩恵が少なくなる 

・入湯税の課税対象には

町民も含まれる 

・既存の徴収方法から変

更がないため、徴税コ

ストが低い 

・課税対象者が入湯者に

限られているため、税収

の規模の確保が難しい 

宿泊税 ・より充実した観光施策

により、集客数増が見

込まれる 

・新たな税への対応に負

担が生じる 

・受益者負担の関係性が

明確 

・町民でも宿泊時には課

税されるが、入湯税と比

較し、その機会の少なさ

から町民負担が少ない

と言える 

・観光需要に対応する

ための安定的な財源

が確保できる 

・新たな税を導入するた

め、事務コストが嵩む 

 

（５）宿泊税検討経緯のまとめ 

～観光財源として宿泊税が有力視される理由～ 

（１）地方財政の仕組み 

・観光客の増加によって町税が増えても、地方交付税が減額され、収入増にはそ

のまま結び付かないが、入湯税などの「法定目的税」や宿泊税などの「法定外目

的税」、「法定外普通税」、「協力金」であれば、地方交付税は減額されない。 

（２）税としての特性 

・「協力金」等と異なり、税として徴収できる強制力がある。 

・条例で使途を定めることにより、受益と負担の関係を明確にできる。 
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（３）宿泊税の利点 

・課税客体（宿泊者の宿泊行為）が明確であり、公平性も担保できる。 

・担税力が期待できると共に、一定規模の税収確保が安定的に見込める。 

・宿泊者と事業者の理解を得ることで、確実に徴収することができる。 

・導入事例が積み重ねられており、制度設計の見通しがつきやすい。 

少子高齢化の進展に伴う急激な人口減少や地域の経済産業活動の縮小に伴い、町

税収入の減少が懸念される中、交流人口を拡大させ、白浜町の地域経済の活性化に

大きく貢献する観光振興に関する重要性が高まっている。今後、観光施策を継続的

に実施していくことを目的とした財源の確保として、規模・安定性・継続性の観点

から、受益に応じた負担を求める関係が明確で、町民に負担を求めない新たな税と

して「宿泊税」を検討する。 

 

 

３ 先行導入自治体の状況 

（１）先行導入自治体の導入目的 

各先行導入自治体ともに、主に地域や観光資源の魅力を高めること及び観光振興

を図る施策に要する費用に充てることを目的として宿泊税を導入している。 

自治体 導入目的 

金沢市 金沢の歴史、伝統、文化など固有の魅力を高めるとともに、市民

生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に

充てるため 

福岡市 福岡市観光振興条例に基づく施策に要する費用に充てるため（観

光産業の振興、受入環境の整備、観光資源の魅力の増進等、MICE 

の振興、持続可能な観光の振興） 

北九州市 観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その

他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため 

長崎市 都市の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとと

もに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため 

俱知安町 世界に誇れるリゾート地として発展していくことを目指し、地域

の魅力を高めるとともに、観光振興を図る施策に要する費用に充

てるため 

熱海市 観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その

他の地域社会の発展に寄与する持続的な観光振興を図る施策に要

する費用に充てるため 
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（２）先行導入自治体の課税状況等 

課税団体 金沢市 俱知安町 福岡市 北九州市 長崎市 ニセコ町 常滑市 熱海市 

導入時期 ２０１９年 

４月 

２０１９年 

１１月 

２０２０年 

４月 

２０２０年 

４月 

２０２３年 

４月 

２０２４ 年 

11 月 

２０２５ 年 

１月 

２０２５年 

４月 

 

 

 

対象施設 

市内に所在す

る次の宿泊施

設への宿泊行 

為 

町内に所在す

る次の宿泊施

設への宿泊行 

為 

市内に所在す

る次の宿泊施

設への宿泊行 

為 

市内に所在す

る次の宿泊施

設への宿泊行 

為 

市内に所在す

る次の宿泊施

設への宿泊行 

為 

町内に所在す

る次の宿泊施

設への宿泊行 

為 

市内に所在す

る次の宿泊施

設への宿泊行 

為 

市内に所在す

る次の宿泊施

設への宿泊行 

為 

旅館業法の許

可を受けたホ

テル、旅館、

簡易宿所 

旅館業法の許

可を受けたホ

テル、旅館、

簡易宿所 

旅館業法の許

可を受けたホ

テル、旅館、

簡易宿所 

旅館業法の許

可を受けたホ

テル、旅館、

簡易宿所 

旅館業法の許

可を受けたホ

テル、旅館、

簡易宿所 

旅館業法の許

可を受けたホ

テル、旅館、

簡易宿所 

旅館業法の許

可を受けたホ

テル、旅館、

簡易宿所 

旅館業法の許

可を受けたホ

テル、旅館、

簡易宿所 

住宅宿泊事業

法の届出をし

て住宅宿泊事

業を行う住宅 

(民泊) 

住宅宿泊事業

法の届出をし

て住宅宿泊事

業を行う住宅 

(民泊) 

住宅宿泊事業

法に規定する

住宅宿泊事業

に 係る 施設 

(民泊) 

住宅宿泊事業

法に規定する

住宅宿泊事業

に 係る 施設 

(民泊) 

住宅宿泊事業

法に規定する

住宅宿泊事業

に 係る 施設 

(民泊) 

住宅宿泊事業

法に規定する

住宅宿泊事業

に 係る 施設 

(民泊) 

住宅宿泊事業

法に規定する

住宅宿泊事業

に 係る 施設 

(民泊) 

住宅宿泊事業

法に規定する

住宅宿泊事業

に 係る 施設 

(民泊) 

納税義務者 上記施設への

宿泊者 

同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

課税標準 上記施設への

宿泊数 

上記施設への 

1 人、1 部屋

または 1 棟

の宿泊料金 

上記施設への

宿泊数 

同左 同左 同左 同左 同左 

税率 

（税額） 

１人１泊につ

き 

上記課税標準

の 2％ 

1 人 1 泊につ

き ※うち県

税 50 円 

1 人 1 泊につ

き ※うち県

税 50 円 

１人１泊につ

き 

同左 同左 同左 

免税点 5 千円未満 なし なし なし なし なし なし なし 

～５千円未満 なし ※４千円の場

合 

80 円 

200 円 200 円 100 円 100 円 200 円 200 円 

５千円 

～２万円未満 

200 円 ※１万円の場

合 200 円 

200 円 200 円 ～1 万円 

100 円 

1 万円～ 

200 円 

200 円 200 円 200 円 

２万円～ 500 円 ※２万円の場 500 円 200 円 500 円 500 円 200 円 200 円 



- 14 - 

 

５万円未満 合 400 円 

5 万円～ 500 円 ※５万円の場

合 1,000 円 

500 円 200 円 500 円 ～10 万円 

1,000 円 

10 万円～ 

2,000 円 

200 円 200 円 

課税免除 — 修学旅行等 — — 修学旅行等 — — 12 歳未満修

学旅行等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇温泉を有する自治体における宿泊税導入の概要について

課税団体 栃木県那須町 長野県白馬村 長野県軽井沢町 北海道ニセコ町 神奈川県湯河原町

導入時期
2026年10月（予定） 2026年6月（予定） 2026年6月（予定） 2024年11月～

※改正予定有

2026年4月（予定）

対象施設

・旅館業法の許可を受けて

営む旅館・ホテル及び簡易

宿所

・住宅宿泊事業法の届出を

して営む住宅宿泊事業に係

る住宅

・旅館業法の許可を受けて

営む旅館・ホテル及び簡易

宿所

・住宅宿泊事業法の届出を

して営む住宅宿泊事業に係

る住宅

・旅館業法の許可を受けて

営む旅館・ホテル及び簡易

宿所

・住宅宿泊事業法の届出を

して営む住宅宿泊事業に係

る住宅

・旅館業法の許可を受けて

営む旅館・ホテル及び簡易

宿所

・住宅宿泊事業法の届出を

して営む住宅宿泊事業に係

る住宅

・旅館業法の許可を受けて

営む旅館・ホテル及び簡易

宿所

・住宅宿泊事業法の届出を

して営む住宅宿泊事業に係

る住宅

納税義務者 上記施設への宿泊者 上記施設への宿泊者 上記施設への宿泊者 上記施設への宿泊者 上記施設への宿泊者

課税標準 上記施設における宿泊数 上記施設における宿泊数 上記施設における宿泊数 上記施設における宿泊数 上記施設における宿泊数

税率（税額） 1人1泊につき宿泊料金が 1人1泊につき宿泊料金が 1人1泊につき宿泊料金が 1人1泊につき宿泊料金が 1人1泊につき宿泊料金が

1万円未満 100円 150円（100円） 150円（100円） 200円※5千円以下は100円 300円

1万円以上2万円未満 300円 150円（100円） 200円（150円） 200円 300円

2万円以上3万円未満 500円 350円（300円） 200円（150円） 500円 300円

3万円以上5万円未満 800円 350円（300円） 200円（150円） 500円 300円

5万円以上10万円未満 1,500円 850円（800円） 200円（150円） 1,000円 500円

10万円以上 3,000円 1,850円（1,800円） 650円（600円） 2,000円 500円

免税点 なし 6,000円未満 6,000円未満 なし なし

課税免除

・修学旅行等の参加者（引

率者も含む）

・年齢12歳未満の者

・幼稚園、小学生から大学

までの教育活動又は研究活

動としての宿泊（引率者も

含む）

・認定こども園、保育所等

の行事の参加者（引率者も

含む）

・幼稚園、小学生から大学

までの教育活動又は研究活

動としての宿泊（引率者も

含む）

・認定こども園、保育所等

の行事の参加者（引率者も

含む）

修学旅行その他学校行事に

参加している者のほか、町

長が必要と認める者

・修学旅行等の参加者（引

率者も含む）

・年齢12歳未満の者

・地震等の災害が発生した

場合における被災者

補足事項

①長野県白馬村及び長野県軽井沢町の税額における(　　)書きは、制度開始3年間の税額である。

　また、長野県税としての課税が別途あり、制度開始３年間についてはそれぞれ100円、３年後以降はそれぞれ150円があわせて徴収される。

②北海道ニセコ町においては、北海道税としての課税が別途（2026年4月～予定）あり、宿泊料金区分により100円から500円が徴収される。
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４ 白浜町における宿泊税活用の使途 

 

（１）宿泊税の使途の方針について 

先行導入自治体では、「町の魅力向上・発展」や「観光振興を図る施策」に係る費

用に充てることを目的に宿泊税を導入している。 

 白浜町における宿泊税の使途については、「白浜温泉街活性化構想推進計画」の基

本方針や基本目標を踏まえ、旅行者の満足度や利便性、快適性を高めるなど、住民

生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策を実施していく。 

 

【白浜温泉街活性化構想推進計画 基本方針】 

 

【白浜温泉街活性化構想推進計画 基本目標】 
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（２）観光振興に係る財源 

 既存の観光施策に係る経費は、職員人件費（0.7億円）を除き、約 4.1億円となっ

ている。 

国県支出金やふるさと納税等を除いた既存事業の一般財源は約 2.7億円であるた

め、宿泊税を基にした既存事業の拡充及び新規事業を合わせると、町の観光施策と

して 2.7億円＋αの財源を確保する必要がある。 

 
 

 
    （参考）入湯税令和６年度充当事業 
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 上記表のとおり令和６年度における入湯税については、全体の 57％、約 1億円が

観光施設の整備、観光振興に充当されているが、残りの 43％、約 0.7億円は、他の

充当項目分類の環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護・管理施設の整備、消防施設等

の整備に充当されている。 

とりわけ環境衛生施設・廃棄物処理施設整備費においては、多くの観光客を受け

入れるための処理能力を有した施設等を設置しており、今後も長寿命化計画等によ

る大規模な定期修繕も控えている状況であり、入湯税の充当配分も、大幅な変更を

余儀なくされる状況が見込まれ、観光振興に充当される財源が少なくなる可能性が

ある。 

 そのようなことも加味した上で、人口減少による税収減も想定される中、現状の

観光施策の維持はもとより、更なる振興を図っていくためには、観光振興に特化し

た目的税である宿泊税を一定規模、確保していく必要があり、先述の 2.7億円＋α

の財源については、観光振興施策の現状維持ベースで、当面少なくとも 4億円程度

は必要であると推察される。 
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（３）宿泊税の活用 

宿泊税を活用し、全国有数の国際観光立町「白浜」を目指していくため、本検討委

員会(アンケート含む)における意見等の整理を踏まえた宿泊税の使途の方針に基づ

く新たな施策展開が求められる。 

観光振興を図るための施策として、その施策の目的を明確にし、常に効果検証を繰

り返しながら、より効果的な活用をすることが重要であり、そうすることにより、納

税者である宿泊者はもとより地域の宿泊事業者や関係団体、地域住民の理解も得られ

るものと思われる。 

想定される事業実施例は次のとおり。 

 

 

事業例

観光資源の魅力向上

観光資源魅力向上等事業
①温泉魅力発信の強化

②フォトスポット（映えスポット）整備

観光資源環境保全等事業

①観光資源等美化活動事業

②観光資源保全対策等事業

③源泉保全対策等事業

情報発信の充実

国内プロモーション強化事業

①ＳＮＳ等を活用した情報発信の強化

②観光プロモーションツール等の充実

③誘客キャンペーンプロモーション事業の拡充

国外プロモーション強化事業

①ＳＮＳ等を活用した情報発信の強化

②観光プロモーションツール等の充実

③誘客キャンペーンプロモーション事業の拡充

旅行者の受入環境の充実

観光施設整備等事業
①観光案内看板整備

②観光施設等整備事業

まちなかにぎわい創出事業
①空き店舗等改修事業補助金の拡充

②商店街等活性化促進事業補助金の拡充

二次交通体制整備強化事業

①空港連絡バスの運行支援

②地域公共交通環境の更なる充実

③ＤＸ等を取り入れた夜間等移動手段の確保・強化

誘客促進

観光イベント等充実事業
①観光イベントの充実等

②イベント補助金の拡充

誘客促進事業

①宿泊割引クーポンの拡充

②国際チャーター便の誘致促進

③町内周遊施策（3温泉地周遊施策、熊野古道との連携等）

④体験交流型観光、教育旅行の誘致促進

ＭＩＣＥ等誘致強化事業
①スポーツ合宿等誘致事業補助金の拡充

②大会等誘致促進

まちなみ景観整備

温泉街周辺まちなみ整備事業 ①道路美装化、足湯施設の改修

その他観光振興を図る施策 ①観光データの収集、分析及び活用等

事業区分

宿泊税活用事業の事業例

第３回検討委員会で検討

したものに差し替え 
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（４）宿泊税徴税経費 

宿泊税の導入に際し、宿泊税の使途として、特別徴収義務者の負担軽減や宿泊税の

持続的な賦課徴収のために必要な宿泊税徴税経費への充当を位置付ける。 

特別徴収交付金 ・納期限内納入額の３％を宿泊施設へ交付 

システム整備費等補助金 ・宿泊税導入に伴うシステム改修等経費への補助 

上限１００万円（５０万円まで全額補助、超える部

分は 1/2補助） 

宿泊税システム管理費 ・宿泊税の賦課、収納を管理するためのシステムの維

持管理に係る経費 

 

 

（５）宿泊税の使途公表等 

 宿泊税については、その使途を観光振興に限るものとして条例で規定し、充当した

事業の執行状況は毎年公表する。 

宿泊税の使途については、宿泊事業者、宿泊客及び地域住民に説明しやすい、分か

りやすいものとし、宿泊者の満足度を高めるための取り組みとして、関係事業者から

の意見もあわせて検討し、事業実施に取り組むことが求められる。 

また、施策実現のための年度間調整を見据え、宿泊税収の一定額を基金として積み

立てることも想定しつつ、持続可能な観光地域づくりへ活用していくことが望ましい。 
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５ 宿泊税の課税要件等について 

（１）課税要件等 

宿泊税に関し、検討すべき課税要件としては次のとおり。 

項 目 内 容 

課税客体 税金がかかる物や行為 

課税標準 納税額を算出する際に必要な基本的な数値 

納税義務者 租税を納める義務を課せられる者 

徴収方法 特別徴収：特別徴収義務者（宿泊施設）が宿泊者から宿泊税

を徴収し納入 

普通徴収：町が納税義務者から直接租税を徴収 

申告期限 条例に規定される日までに、徴収（納付）すべき租税の情報

を申告し、租税を納付するもの 

免税点 一定の要件を満たさなければ課税しないとする制度 

税額・税率 税金の額。一律定額制、段階的定額制、定率制が考えられる 

課税免除 地方税法第６条の規定により、公益上その他の理由があると

きは、課税をしないことができる 

課税期間 

（見直し期間） 

制度の施行状況や社会経済情勢の推移などを勘案して、一定

期間ごとに見直しを行う 

 

また、事業者への補助として先行導入自治体を参考に次の事項について検討。 

項 目 内 容 

特別徴収交付金 宿泊税の申告と納入に要する事務負担を考慮し、特別徴収義

務者に交付する交付金 

システム整備等補

助金 

宿泊税導入に伴う事務負担の軽減及び宿泊税の円滑な徴収

を図るため、特別徴収義務者を対象に、既存のレジシステム

の改修等に係る経費を補助するもの。 

 

（２）課税要件の検討 

本検討委員会では、先行導入自治体の事例や町の宿泊事業者・宿泊者等を対象とし

たアンケート結果を参考に検討を進め、また、公平・中立・簡素といった税の三原則
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に沿った制度設計とするとともに、宿泊事業者の事務負担の軽減にも配慮し、課税要

件の整理を行った。 

 

①課税客体・課税標準・納税義務者 

先行導入自治体において東京都を除き、「旅館業法の許可を受けたホテル・旅館・簡

易宿所」、「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設（民泊）」としている。 

施設の種類によって、宿泊者が享受する行政サービスに変わりはないことから、課税

客体は白浜町に所在する次の施設とし、また、先行導入自治体と同様に、課税標準は

「宿泊施設への宿泊数」、納税義務者は「宿泊施設への宿泊者」と考える。 

【対象施設】 

ア 旅館業法(昭和 23年法律第 138号)第 2条第 1項に規定する旅館業(同条第 

4項に規定する下宿営業を除く。)に係る施設 

イ 住宅宿泊事業法(平成 29年法律第 65号)第 2条第 3項に規定する住宅宿泊事業に

係る住宅 

【参考件数】 

旅館業法（ホテル・旅館・簡易宿所）２７１件、住宅宿泊事業法（民泊）５１件 

＜方針＞ 

課税客体：白浜町に所在する宿泊施設への宿泊行為 

 

課税標準：宿泊施設への宿泊数 

 

納税義務者：宿泊施設への宿泊者 

 

 

②徴収方法 

 宿泊者から宿泊税を直接徴収することは、実務上困難であると考えられることから、

全ての先行自治体において、宿泊事業者等を特別徴収義務者とし、宿泊事業者等が宿

泊者から宿泊税を徴収し、自治体へ納入する方法をとっている。 

また、入湯税を納入している事業者においては、既存の納入スキームと同様になる

ため、円滑に導入しやすい。 

＜方針＞ 

 

徴収方法：特別徴収 

 

 

 

③申告期限 
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全ての先行導入自治体において、毎月末日までに前月分を申告納入する方式をとっ

ている。また、特例として、一定の要件に該当し承認を受けた場合には、年４回の申

告納入としている。 

【要件例】 

ア 過去 12 か月の宿泊税年税額が一定以下である 

イ 過少申告加算金等の決定を受けていない 

ウ 税を滞納していない 

エ １年以上前から宿泊施設の経営を開始している など 

＜方針＞ 

申告期限：毎月末日までに前月分を申告納入する 

ただし、一定の要件を満たした場合は、３か月分をまとめた年４回の申告納入の特

例を設ける 

 

 

④免税点 

【考え方】 

 宿泊事業者アンケート結果では、「免税点を設けたほうがよい」が過半数を占めた

ものの、受益者負担、公平性の観点から宿泊料金区分による免税点（宿泊料金による

課税免除）を設けない。 

（宿泊事業者アンケート） 

 

＜方針＞ 

 

免税点：免税点は設けない 

 

 

 

⑤税額・税率 

先行導入自治体の税額・税率としては、一律定額制、段階的定額制、定率制の３つ

に分類できる。それぞれの特徴は次のとおり。 

項 目 
一律定額制 段階的定額制 定率制 
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制度 

宿泊料金に関わらず一

定額で課税 

区分ごとの宿泊料金に

応じて課税 

宿泊料金に応じて課税 

 

税収額 

・他に比べ、税収が確

保できない 

・宿泊単価の上昇は税 

収に関係がない 

・一律定額制と定率制

の中間程度の税収

と考えられる 

・定額制に比べ、税収

が多くなる 

・宿泊単価に応じて税 

収増 

観光客の

負担 

宿泊料が安価であるほ

ど相対的に税負担が大

きい 

一定程度宿泊料金（担

税力）に応じた税負担 

宿泊料（担税力）に応

じた税負担 

事業者等

負担 

税額計算の事業者等の

負担が少ない 

税額計算の事業者等の

負担は中程度 

税額計算の事業者等の

負担が大きい 

公平性 

宿泊者に均等に負担を

求める税制 

一律定額制と定率制の

中間 

応能負担の観点に沿っ

た税制 

需給 

バランス 

市場の価格調整を阻害

する可能性有 

税額の境目の宿泊料金

帯では、需給バランス

を阻害する可能性有 

価格調整による市場の

需給バランスを阻害し

ない 

事例 
福岡県、北九州市 大半の自治体で導入 俱知安町 

（２％の定率） 

社会状況

への対応 

インフレやデフレに対

応できない 

インフレやデフレに対

応できない 

インフレやデフレに対

応できる 

  

宿泊事業者アンケート 
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(宿泊料金区分とのクロス集計) 

 

 

【考え方】 

（１）宿泊事業者アンケートでは、宿泊料金によって差を設ける（段階的定額制と定

率制の合計）考え方が一律定額制を上回った。 

（２）応能負担の観点 

（３）従来の施策に加えて、様々な課題対応のための戦略的な観光振興を図るための

財源確保も勘案 

（４）総務省自治税務局長通知で示されている、住民（納税者）の負担が著しく過重

とならないことや、その税収入を必要とする財政需要があること、公平・中立・

簡素などの税の原則に反するものでないことが求められる。 

 

上記考え方のもと、納税者の担税力、受益の程度、税負担における公平性、制度

の簡素化、応能負担、財源確保の観点から宿泊者アンケート調査結果も踏まえ、総

合的に判断した結果、次の方針内容が妥当であると判断した。 

 

＜方針＞ 

税率・税額：宿泊料金に応じた段階的定額制とする。（一人一泊につき） 

※宿泊料金は食事代や消費税、入湯税などを含まない、素泊まり料金のこと 

・宿泊料金              〇〇〇円未満     〇〇〇円 

・宿泊料金     〇〇〇円以上   〇〇〇円未満     〇〇〇円 

・宿泊料金     〇〇〇円以上   〇〇〇円未満     〇〇〇円 

・宿泊料金     〇〇〇円以上   〇〇〇円未満     〇〇〇円 

宿泊者アンケート（納付上限） 
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⑥課税免除 

【考え方】 

他の導入自治体の大半では、課税免除を設けていない又は修学旅行等に限定してい

る状況であるが、白浜町の入湯税課税免除と同様の対象者とし、事業者側の混乱を招

かないようにするもの。 

※課税免除対象は熱海市、湯河原町と同様になる 

 

＜方針＞ 

課税免除： 

①１２歳未満の者 

②修学旅行その他教育上の見地から行われる行事において宿泊する者 

③災害などにより避難が必要な者 

④その他公益上町長が認める者 

 

 

⑦課税期間・見直し期間 

【考え方】 

自治税務局長通知「法定外普通税又は法定外目的税の新設又は変更に対する同意に

係る処理基準及び留意事項等について」に基づき、全ての先行自治体において、条例

施行後も制度内容の見直しを行うこととしている。 

【参考】 

３年ごとの見直し：長崎市 

施行後３年、その後は５年ごとの見直し：福岡県、福岡市、北九州市 

５年ごとの見直し：その他自治体 

 

＜方針＞ 

 

課税期間・見直し期間：施行後３年、その後は５年ごとの見直し 
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（３）交付金等について 

① 特別徴収交付金 

先行導入自治体では、納入額の２．５％を特別徴収交付金としている。また、要件

に応じて、交付金の額が増減されるほか、一部自治体では交付上限額を設けている。 

【要件例】 

ア 導入から５年間は特例措置として０．５％加算 

イ 納期内納付していない場合、０．５％減算 

ウ 一定期間は納入額に 1,000 円を加算 

エ 加算金を伴う増額更正等を受けたとき１．５％減算 など 

 

【考え方】 

（１）先行導入自治体では、納入額の２．５％を特別徴収交付金として交付しており、

併せて導入当初は０．５％加算を設けている自治体が大半となっている。 

（２）要件によって交付金額を加算・減算とする自治体もみられるが、細かい制度に

すると計算や事務が煩雑となってしまう。 

（３）納期内納付を促すため、納期内に納入した場合に特別徴収交付金を交付する。 

 

＜方針＞ 

宿泊税の申告と納入に要する事務負担を考慮し、併せて特別徴収制度の円滑な運

営を図ることを目的として、特別徴収義務者に交付する交付金。（すべての先行導

入自治体において実施。） 

 

特別徴収交付金：納期限納入額の３％ 

 

 

② システム整備費等補助金 

先行導入自治体の一部で、システム整備費等に対する補助を実施している。 

【参考】 

長崎市、熱海市 上限５０万円（補助率 1/2） 

常滑市 上限１００万円（５０万円まで全額補助、超える部分は 1/2補助） 

湯河原町 上限５０万円（補助率 10/10） 

高山市  上限１００万円（補助率 10/10） 
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【考え方】 

アンケート結果では、宿泊税導入に伴う経費負担の想定は、５０万円未満が約８割

を占めていることから、５０万円を全額補助上限とした上で、事業者負担をできるだ

け軽減できるよう、それを超える部分については、更に１／２補助を加えて上限１０

０万円のシステム整備等補助金の創設とするもの。 

＜方針＞ 

宿泊税導入に伴う事務負担の軽減及び宿泊税の円滑な徴収を図るため、特別徴収

義務者を対象に、既存のレジシステム等の改修に係る経費やチラシ・パンフレット

の修正等に係る経費を補助するもの。 

 

システム整備費等補助金： 

上限１００万円（５０万円まで全額補助、超える部分は 1/2補助） 

 

 

  

宿泊事業者アンケート（宿泊税導入に係る経費負担） 
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（４）宿泊税制度設計について（まとめ） 

 

項 目 制度設計方針 

課税客体 白浜町に所在する宿泊施設への宿泊行為 

 

 

課税標準 宿泊施設への宿泊数 

 

 

納税義務者 宿泊施設への宿泊者 

 

 

徴収方法 特別徴収 

 

 

申告期限 毎月末日までに前月分を申告納入する 

ただし、一定の要件を満たした場合は、３か月分をまとめた

年４回の申告納入の特例を設ける 

免税点 免税点は設けない 

 

 

税額・税率 宿泊料金に応じた段階的定額制とする。（一人一泊につき） 

※宿泊料金は食事代や消費税、入湯税などを含まない、素泊

まり料金のこと 

・宿泊料金        〇〇〇円未満   〇〇〇円 

・宿泊料金 〇〇〇円以上 〇〇〇円未満   〇〇〇円 

・宿泊料金 〇〇〇円以上 〇〇〇円未満   〇〇〇円 

・宿泊料金 〇〇〇円以上 〇〇〇円未満   〇〇〇円 

課税免除 ①１２歳未満の者 

②修学旅行その他教育上の見地から行われる行事において

宿泊する者 

③災害などにより避難が必要な者 

④その他公益上町長が認める者 

課税期間 

（見直し期間） 

施行後３年、その後は５年ごとの見直し 
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特別徴収交付金 納期限納入額の３％ 

 

 

システム整備等補

助金 

宿泊税導入に伴う事務負担の軽減及び宿泊税の円滑な徴収

を図るため、特別徴収義務者を対象に、既存のレジシステム

等の改修に係る経費やチラシ・パンフレットの修正等に係る

経費を補助するもの。 

 

補助金：上限１００万円（５０万円まで全額補助、超える部

分は 1/2補助） 
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６ おわりに 

本検討委員会は、全国有数の国際観光立町「白浜」を目指し、住民生活と調和した

持続可能な観光振興を図っていくための新たな自主財源として、法定外目的税である

宿泊税を検討するに当たり、その目的、使途及び課税要件などの制度設計について、

先行導入自治体の状況や各種アンケート調査の結果をもとに慎重に議論を重ねてき

た。 

本検討委員会において各委員から出された意見や課題等において、制度導入の時期

が今ではない等の理由から制度導入に対する反対意見があったものの、最終的には観

光立町として観光戦略を確立・推進していく必要性があり、今後の白浜町の観光産業

の発展のための制度導入は必要不可欠なものであることを確認した。 

とりわけ、人口減少社会において、白浜町として観光施策を継続的にまた、戦略的

に実施していくため、また、観光業の新たな課題に取り組むために必要な財政需要に

適切に対応するためには、宿泊税を導入することは妥当であると考える。 

宿泊税の具体的な課税要件等については本検討委員会の報告を踏まえ、町において

も慎重な議論を重ねることを望むところであるが、これまでの本検討委員会での議論

の内容を踏まえて、以下のとおり提言する。 

１ 宿泊税という新たな税を導入するに当たっては、特別徴収義務者となる宿泊事

業者及び納税者となる宿泊者、また町民にも理解・納得していただけるよう、使途

の透明性を図り、説明し続けること。 

２ 本検討委員会で示された議論については、整理と検討を進め、内容を精査した

上で宿泊税の使途及び課税要件等を決定すること。 

３ 導入後も引き続き観光振興の効果について検証を行い、社会情勢や白浜町の観

光を取り巻く状況、幅広い関係者の意見を踏まえ、見直し等の必要な措置を講じる

こと。 

４ 特別徴収義務者となる宿泊事業者においては、宿泊税の導入により負担増とな

るため、事務的負担及び経費負担が少しでも軽減されるよう検討していくこと。 

 

今後は、宿泊税の使途について、宿泊者アンケート結果を含めた旅行者ニーズや宿

泊事業者及び町の関係団体からの意見並びに本委員会における意見等を踏まえ、具体

的な事業の検討が進んでいくものと考えるが、宿泊者や宿泊事業者のみならず、町民

にとってもよりよい観光施策を展開できるよう、観光関連団体等との連携を深めなが

ら、持続可能な観光振興に取り組み、白浜町の魅力をより一層高めていただくことを

期待する。 

最後に、本検討委員会の調査・検討に際し、ご協力いただいた関係者の皆さま方に

厚く御礼申し上げる。 

 白浜町宿泊税検討委員会 
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参考資料１ 

白浜町宿泊税検討委員会 名簿 

 

【委 員】 

所属等 氏 名 摘要 

有識者 

検討委員会委員長 

篠原 文也 政治解説者（国交省交通政策審議会

観光分科会委員） 

有識者 

検討委員会副委員長 

小林 かおり racreation代表 

 

南紀白浜観光協会 新藤 正悟 会長 

白浜温泉旅館協同組合 沼田 久博 理事長 

椿温泉観光協会 伊谷 啓佑 会長 

日置川観光協会 佐本 真志 事務局長 

有識者 川西 正義 民宿まるき経営者 

有識者 中峯  宏 ホテルシーモア取締役 

有識者 佐藤 智之 ホテル三楽荘顧問 

 

【オブザーバー】 

所属等 氏 名 摘要 

有識者 有岡  宏  

 

（順不同・敬称略） 
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参考資料２                        検討経過 

時期 内容 

令和 6 年 9 月 13 日 令和６年第３回定例会において宿泊税の導入につい

ての一般質問 

令和 7 年 4 月 1 日 宿泊税導入に向けた関係課協議 

令和 7 年 6 月 3 日 白浜町議会全員協議会で取り組み経過の説明 

令和 7 年 7 月 総務省、和歌山県市町村課との事前協議 

令和 7 年 8 月 19 日 白浜町議会全員協議会で取り組み経過の説明 

令和 7 年 10 月 30 日 第１回白浜町宿泊税検討委員会の開催 

・宿泊税検討経緯について 

・宿泊税の使途について 

・宿泊税制度設計について 

・アンケート調査（案）について 

令和 7 年 11 月 10 日～ 

令和 7 年 12 月 31 日 

宿泊者向けアンケートの実施 

令和 7 年 11 月 10 日～ 

令和 7 年 12 月 31 日 

宿泊事業者向けアンケートの実施 

令和 7 年 11 月 18 日～ 

令和 7 年 11 月 20 日 

宿泊事業者説明会の実施 

令和 7 年 11 月 26 日 白浜温泉旅館協同組合理事会で説明会の実施 

令和 7 年 12 月 2 日 白浜町議会全員協議会で取り組み経過の説明 

令和 7 年 12 月 15 日 南紀白浜観光協会理事会で説明会の実施 

令和 8 年 1 月 20 日 第２回白浜町宿泊税検討委員会 

・宿泊税導入に関するアンケート結果等について 

・宿泊税制度（案）について 

・白浜町宿泊税検討委員会報告書について 

・宿泊税活用事業の事業例 
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令和 8 年 2 月 10 日 白浜町議会全員協議会で取り組み経過の説明 

令和 8 年 2 月 12 日 第３回白浜町宿泊税検討委員会 

・宿泊税の使途について 

・宿泊税の税額・税率について 

・白浜町宿泊税検討委員会報告書について 

 


